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標識類の英語表記

福島陵

1. は じめに

道路を車で走っていた り歩いていた りす ると､ さま ざまな標識や看板に

出会 う｡その種類は､ 目的地までのルー トや距離を示 した標識や､公共施

設､地名､河川名な どを示 した標識､信号機な どに取 り付 けられている地

名標識な どさまざまである｡そ してそれ らに共通す るのは､ 日本語の漢字

とひ らがなでの表記の下に､英語表記が付けられていることである｡ この

英語表記は､お もに 日本語を母語 としない外国人のために付記 されている

のであるが､設置個所 によって異なる表記方法を採用 していることがあ り､

表記の揺れが 目立つ｡特に地名の固有名詞部分 と一般名詞部分 の区別に､

その不統一は 目立っているよ うに思われ る｡

本来､外国人のための英語表記であるな ら､表記方法 を統一 し､いかに

その標識を外国人に理解 させ るか､とい う点に注意が払われ るべ きである｡

しか し上記の状況 を見 る限 り､この英語表記は十分に外国人の役に立って

いるとは言えないのではないだろ うか｡

そこで本稿では､それ ら標識類の英語表記の実態を調査 し､その問題点

を考察 してみることにする｡

2. 道路標識の設置基準

道路標識の設置には､下記のよ うに法令 によって基準が定め られている｡

･大正 11年 ｢道路警戒標及道路方向標二関スル件 (内務省令第 27号)｣

･昭和 17年 ｢道路標識令｣-内容の充実が図 られた｡

･昭和 25年 ｢道路標識令｣改正-ローマ字表記の登場｡

現在は､昭和 35年､ ｢道路標識令｣を発展的に解消 して制定 された ｢道

路標識､区画線及び道路標識に関する命令J (昭和 61年 10月改正､以下
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r標識令｣)に依 り､具体的な設置に関 しては ｢道路標識設置基準｣ (以

下 ｢設置基準｣)が定め られている｡そ して､そこではローマ字併用表記

が明文化 されている｡

3. 英語表記の調査

まず､道路上に設置 された標識類を調査 し､全 183例の表記 を r駅｣､

｢学校｣､ ｢市町村名｣ といったカテゴリごとに分頬 した｡ これ らは､表

記の構成要素によって分類す ると､ 〔固有名詞〕のみが表示 されているも

の と､ 〔固有名詞〕+(普通名詞)で表示 されているもの､ く普通名詞)

のみ表示 されているものに分けられ る｡

〔固有名詞〕のみ :豊野支所､昭和通 り､長野県庁､サンロー ドな ど

〔固有名詞〕+(普通名詞) :柳原駅入 口､田園調布警察前など

(普通名詞)のみ :修道院､染料植物園

調査結果 を整理す ると 【表 1】のよ うになる｡

【表 1】 用例数 割合

【固有名詞〕 166 90.7%

〔固有名詞〕+(普通名詞) 15 8.1%

(普通名詞) 2 1.0%

(小数点第二位以下は切 り捨てたので､合計は 100%にな らない)

4. 【固有名詞〕+く普通名詞)15例について

まず､表記が 〔固有名詞〕+(普通名詞)で構成 されているものについ

て検討す ることにす る｡このタイプは､183例中 15例 (8.1%)存在する｡

例えば､以下のよ うなものである｡

〔小布施橋〕+(東) : 〔ObusebashiBridge〕+(higashi)

〔サラダ街道〕+(入 口) : 〔saladRoad〕+(Ent.I)
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〔柳原駅〕+(入 口) : 〔YanagiharaSta.〕

〔長野駅〕+(節) : 〔NaganoSta.〕

〔田園調布警察〕+(前) : 〔Den-enchoruPoliceSta.〕

これ らについて注 目され るのは､すべて交差点の信号機 に取 り付 けられ

た標識で､交差点のある地点が どこかを示す ものだ とい うことである｡そ

れを示す方法 として､

A:地名 を表示 して示す (例 ･長野市､大門､かるかや 山)

方法が挙げ られ るが､それが困群な場合には､

B:目印 となる施設や地名 との位置関係で示す (例 ･長野駅前､田町西)

ことで代わ りとす ることになる｡ この場合､東西南北や入 口の よ うに位置

関係 を示すための (普通名詞)が必要 となるため､ 〔固有名詞〕+(普通

名詞) とい う形を とることになる｡

以上のことか ら考えて､上記の 15例はすべて､Bに属す るものであると

いえる｡

そこで､視点を変えて調査 した 183例を見てみ ると､この 15例以外は特

定の施設が どんな施設であるかを示 していることに気づ く｡ 当然､それ ら

は ｢ビッグハ ッ ト｣､ ｢長野駅｣のように原則 として 〔固有名詞〕だけで

表記 され ることになる｡

5. く普通名詞)2例について

次に､標識類の表記が く普通名詞)のみで構成 されているものについて

であるが､このタイプは r染料植物園｣と ｢修道院｣の 2例のみであった｡

これ らは ｢高崎市染料植物園｣ ｢多治見修道院｣ とい う正式名称で表示す

れば､ 〔固有名詞〕で表示 された標識類 と同 じだ とみなせ る｡つま りこれ

らは､ 『道路標識設置基準 ･同解説』 (以下､ 『設置基準解説』 とする)

における､

｢県庁､市役所､空港等周辺に該当す る施設が一つ しかなく､間違 うお

それがない場合には固有名詞のローマ字表記を省略す ることができる｡｣
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に拠ったものであると考えられる｡

6. 〔固有名詞〕166例について

【表 1】の 183例の うち 166例 (90.7%)を占めているのが 〔固有名詞〕

のみで表示 されている標識類である｡その点で､このタイプが標識額の中

での最 も一般的な存在だと言ってよい｡

6.1. 構成要素に注 目した考察

166例を､ 【固有名詞〕の中でもさらに地名などを示 した部分である [固

有名詞部分] (英語に直せない 日本語) と､ r空港｣､ ｢合同庁舎｣のよ

うな (普通名詞部分1 (英訳できる施設名など)に注 目して分類すると､

次のようになる｡

なお､以下､施設名や地理 ･地形名そのものを表す 〔固有名詞)と区別

するため､ 〔固有名詞〕に含まれる固有名詞部分を [ ]､普通名詞部分

を t Iで表すことにする｡また､ 【表 1】では 166例だったが､ひとつ

の施設名に対 して 2種額以上の表記方法がある場合があることか ら､以下

ではそれ らを合算 して合計 178例になっている｡

A: [固有名詞部分]+(普通名詞部分) (152例､85.1%)

[名古屋]+(港) (NagoyaPort)

[伊吹]+(山) (Mt.Ibuki)

[若松町]+(交番) (WakamatsuchoKoban)

[野尻]+(湖I (LakeNojiriko)など

B: [固有名詞部分]+《行政区画部分》+(普通名詞部分) (14例､

7.8%)

[長野]+《市》+(役所I (NaganoCityOffice)

[長野]+《県》+(庁) (PREP.OFIICE)など

C: [固有名詞部分]+《行政区画部分》+[固有名詞部分]+(普通

名詞部分) (6例､3.3%)

[長野]+《県》+[北信]+(合同庁舎)(NaganoPref.HokushinOffice)
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D:(普通名詞部分)+[固有名詞部分] (1例､0.5%)

(有料道 路)+[尾張パークウェイ] (TOLLROADOwariParkWay)

E:[固有名詞部分]のみ (5例､2.8%)

[サンロー ド] (SunRoad)

[リバース和戸] (RebirthWADO)など

上記によ り､全体の 85%を占めている Aのような表記方法が､標識類の

表記の基本形であると考えられる｡

A以外に目を向けてみても､何 らかの理由で [固有名詞部分]+(普通

名詞部分)が少 し複雑な形に変化 しただけで､原型は [固有名詞部分〕+
(普通名詞部分)だ と考えてよいものが少なくない｡

例えば､Bや Cは Aに 《行政区画部分》が加わっただけであ り､Aの表

記に準 じているといえる｡

A: [固有名詞部分】+ (普通名詞部分)

B:[固有名詞部分]+《行政区画部分》+(普通名詞部分)

C:[固有名詞部分]+《行政区画部分》+
名詞部分)

[固有名詞部分] +(普通

《行政区画部分》とは､例えば｢長野県庁｣の ｢県｣の部分である0｢Nagano

prefecturalOfficeJの表記は､ [固有名詞部分]である [長野 (Nagano)]

と i普通名詞部分)である (庁 (Office))から成 るが､それ らをつなぐ

｢県｣は､ ｢長野県｣の一部ではなく､Prefectural､つま り ｢県の｣とい

う意味で用い られ､ ｢庁舎｣にかかる｡そ うした理由か らここでは Aとは

区別 し､ r県｣を 《行政区画部分》 として分類 した｡

よって Aの表記に準 じた B.Cの表記は､ [固有名詞部分]を 日本語の

発音 どお り表記 し､ (普通名詞部分)を英語表記す るとい う 『設置基準解

説』の趣旨に沿っていると言える｡

以上のことか ら､A､B､Cの合計 172例 (96.6%)は､原則 として[固有

名詞部分]+(普通名詞部分)であると考えられ る｡

次に､ 1例のみ見つかった Dに目を向けたい｡

(50)



｢有料道路尾張パークウェイ｣は､ (有料道路)と [尾張パー クウェイ]

とに分けることができる｡構成要素が [固有名詞部分]と く普通名詞部分)

のみなので､Aの類型 と考えることができるが､表記方法に関わらず (普

通名詞部分)が [固有名詞部分]より前に置かれているので Aに分析でき

ない｡但 しAには ｢五輪大橋有料道路｣ とい う表記例があるので､これに

ならい r尾張パークウェイ有料道路｣ と表記を改めることも可能であると

考えられる｡ (現在は無料開放 されているため､この表記は消滅 した｡)

最後に､ [固有名詞部分〕のみで構成 された Eに目を向ける｡ この表記

は標識類における割合こそ少ないが､-｢山田花子｣が ｢yamadaHanakoJと

[固有名詞部分].のみで表記 されているように､固有名詞の表記 としては

一般的なものである｡

これ らは ｢サンロー ド｣､ ｢リバース和戸Jのように､施設名 を直接表

すような (普通名詞部分)がないので､ [固有名詞部分]のみがそのまま

表記 されている｡名称 自体に t普通名詞部分)が含まれていない ことから､

当然､Aとは異なる類型であると言える｡

以上を総合すると､類型の異なる E(5例)と､Aの類型であ りながら例

外的存在である D (1例)を除く 172例が Aの [固有名詞部分]+(普通

名詞部分)の形に準 じた表記になっていることがわかる｡調査 した標識頬

の 98.9%が [固有名詞部分]+(普通名詞部分)のタイプである Aの類型

であったわけだが､これは 『設置基準解説』に示 された表記に則った表記

方法 と言え､調査 したほぼすべての標識類は ｢設置基準｣を守 っていると

言える｡

6.2. 表記に注目した考察

そこで次に､6.1.で分類 した 178例を､表記の方法によって細分頬 して

みる｡

A:[固有名詞部分〕+(普通名詞部分I

A-a: [日本語表記]+(英語表記1-･82例

例 ･豊野支所 : [Toyono]+tBranchOfficeI

A-a': (英語表記)+[日本語表記]-4例
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例 ･長野市街 :tcentral)+ [Nagano]､伊吹山 : tut.)+ [Ibuki〕

A-ら: [日本語表記]+(日本語表記)-24例

例 ･若松町交番 : lWakamatsucho]+ tKoban)

A-C: [日本語表記]+†日本語表記 と英語表記の重複1-30例

例 ･昭和通 り:[Showaコ+ (doriSt.)､善光寺 :[zenko]+ tjiTempleI

A-C': (英語表記)+[日本語表記]+†日本語表記)-6例

例 ･榛名 山 : 川t.)+ [Haruna]+ fsan)､野尻湖 : tLakel+ [

Nojiri] + tkoI

A-d: [日本語表記 +英語表記]+(英語表記1-3例

例 ･千曲中央病院 : [chikumaCentral】+ tHospital)

A-e: [英語表記]+(英語表記1-3例

例 ･中部国際空港 : [centralJapan〕+ HnternationalAirport)

B: [固有名詞部分]+《行政区画部分》+(普通名詞部分I

B-a: [日本語表記]+《英語表記》+†英語表記I･･･12例

例 ･長野市役所 : [Nagano]+ 《city》+ tOfficel

B-a': [固有名詞 (表記省略)]+《行政区画》+(英語表記1-2例

例 ･長野県庁 : 《pREF.》 + fOFFICE)

C: [固有名詞部分] + 《行政区画部分》+ [固有名詞部分] + (普通名

詞部分 I

c-a: [日本語表記コ+ 《英語表記》+ [日本語表記]+ (英語表記1-

6例

例 ･長野県北信合同庁舎 :[Nagano〕+《Pref.》+[Hokushin]+(Office)

D: (普通名詞部分)+[固有名詞部分]

D-a: t英語表記1+[日本語表記]-1例

例 ･有料道路尾張パークウェイ : (TOLLROADI+ [owariParkWay]

E: 【固有名詞部分]のみ

E-a: [英語表記]-4例

例 ･サンロー ド: [SunRoad]､ビッグハット: [BigHat]

E-b: [英語表記 + 日本語表記]-1例

例 ･リバース和戸 : [RebirthWADOコ
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上記により､178例の うち､A-a､B､C､D､Eのように [固有名詞部分]

を日本語表記､ †普通名詞部分)や 《行政区画部分》を英語表記 している

ものは 108例､全休の 60.6%に達す ることがわかる｡裏返せば､ t普通名

詞部分Iを英語表記 していないものや [固有名詞部分]であるにも関わら

ず英語表記に しているものな どが 4割程度存在するとい うことである｡

『設置基準解説』においては､

｢道路標識は国連条約の趣 旨､従来の慣習等に基づき､固有名詞につい

ては-ボン式､普通名詞については､英語により表記するもの とする｡｣

と記 されていることから､そ うした 4割の表記は､ 『設置基準解説』を

満たしていない と言えるのではないだろ うか｡

そこで以下､ 『設置基準解説』に沿わないと考えられる表記について､

個々に検討 していきたい｡

まず､A-b (24例､13.4%)は r若松町交番 (WakamatsuchoKoban)｣

や ｢志賀高原 (Shigakogen)｣のように､ (普通名詞部分)の ｢交番｣や

｢高原｣を英語表記せず 日本語のまま表記 している｡特に ｢交番｣は調査

したすべてが ｢koban｣と日本語表記 されていた｡これは､ ｢交番｣とい う

言葉が世界中に知れ渡っているとの見解が働いているのだろ うが､実際に

それほど世界に浸透 しているか どうかとい う点には疑問が残る｡

中には､ ｢古戦場 (kosenjo)｣や ｢宿場｣を示す ｢～宿 (～juku)｣の

ように､ 日本固有の文化であるので､英語表記することが難 しく､ 日本語

表記が採用 されているものも含まれているが､ †普通名詞部分 )を日本語

表記することは 『設置基準解説』に沿わないばか りか､本来の 目的である

外国人に対 して不親切な表記 と言えるのではないだろ うか｡ (普通名詞部

分)は極力英語表記にすべきではないだろ うか｡

次に順序は異なるが､A-dや A-eに目を向けたい｡A-Cについては､次

項で考察を行ないたい｡

A-dは､ [固有名詞部分]の一部､または全部が英語表記になっている

例である｡例えば ｢横浜港 (よこはまみなと)郵便局｣は､ ｢横浜港｣が

[固有名詞部分〕であるが､ ｢YokohamaPortPostOfficeJ と表記され､

｢港｣が rPort｣ と英語表記 されている｡ [固有名詞部分]を英語表記す
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ることは､先述の 『設置基準解説』 に沿わない ものである｡加 えて､その

一方で rYokohamaMinatoPostOffice｣ とい う表記 も存在 し､標識 ごとに

表記方法が統一 されていないのが現状である｡

A-eの ｢中部国際空港｣に至っては､ ｢中部｣が rCentralJapan｣ と表

記 され､ ｢chubuJとい う日本語の発音は全 く残 っていない｡さらに rChubu

lnt.AirportJとした表記が併存す ることで､標識 ごとの統一が図 られてい

ない現状があ り､これ らのことが､外国人 との間で交わ され る道案内な ど

の場面で､ うまく情報が伝わ らないな どの弊害を引き起 こす可能性がある

のではないか と危倶す る｡

以上のよ うに､ 『設置基準解説』を忠実に守った表記は約 6割に とどま

り､国際化のための表記の統一には､課題が多々残 されていると言 えよう｡

6.3. 表記が重複 しているものの考察

A-Cのような､日本語表記 と英語表記が重複 しているものも注 目される｡

以下にい くつか例を示す｡なお､重複 とは､ ｢県庁通 り｣を ｢県庁｣ ([固

有名詞部分]) と r通 り｣ ((普通名詞部分I)に分けた とき､ (普通名

詞部分Iを tdoriSt.Iと､ ｢dori｣ とい う日本語表記 と､ ｢St.｣ とい う

英語表記を重複 して表記す るような場合である｡

A-C: [日本語表記]+
[県庁]+(通 り1

[市民]+(会館)

[敷島]+(公園I

[布施]+ †温泉1

[犬山]+ (城) :

[善光]+(守) :

[古牧]+(檎) :

[犀]+(川 ) :

[米子]+日暴布 I

[飯綱]+t高原I

[信州新]+(町I

(日本語表記 と英語表記の重複 )

: [Kencho]+fdoriSt.)

: [Shimin]+tkaikanHallI

: 【Shikishima]+tkoenParkI

: [Fuse]+ tonsenSpaI

[Inuyama]+ ijoCastleI

【zenko]+tjiTemple)

[Komaki]+tbashiBridgeI

【sai]十 tgawaRiverl

: [Yonako]+(bakufuFalls)

: [Iizuna]+tkogenHeight〉

: lshinshushin]+imachiTowniな ど
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A-C' : (英語表記)+[日本語表記]+(日本語表記)

[伊吹〕+(山) : 川t.)+[Ibuki]+tyamaI

[御掠]+(山) : t川t.)+[ontake]+tsan)

[白樺]+(湖 1 : tLakeI+[shirakaba]+tkoIな ど

上記のように､全 178例の うち 36例(20.2%)で表記の重複が見 られた｡

その中でも､ ｢寺社仏閣｣､ ｢温泉J､ ｢城郭｣な どの場合が､その他の

施設名などと比べて重複する割合が高い｡ これは前述のとお り､ 日本固有

の施設名であることが影響 しているのではないだろ うか｡

また､ ｢通 り､街道､筋｣や r橋｣ といった施設では､全用例の うち約

半数が重複表記をしている｡ しか し 『設置基準解説』では､ ｢千代田橋J

を rchiyodaBridgeJ と例示 しているので､少なくとも ｢橋｣ を表示 した

7例の重複表記は､ 『設置基準解説』を満たさないことになる｡

河川名や山岳名 といった地理 ･地形名は､重複表記が見 られた名称の河

川､山岳名 を示す標識 20例の うち 12例 (60.0%)で重複表記 している｡

施設名が重複表記をす る 47.9%よりも高い割合である｡ これは､ ｢川｣､

｢山｣､ ｢湖｣等が固有名詞の一部 として切 り離せない､ と 『設置基準解

説』にあることか ら､それに則ったものである考えてよい｡

6.4. 英語表記が短縮 されているものの考察

最後に､英語表記が短縮 されているものが注 目され る｡

Sta.=Station Ent.=Entrance Met.-Metropolitan

Pref.-Prefecture､Prefectural

Vil.-Village Mt.-Mountain St.-Street 九ve.-Avenue

全用例を通覧すると､以上のような場合に､短縮形が用い られ る場合が

多いことがわかる｡ これ らは､一単語が長いので､標識にそのまま表記 し

た場合収ま りきらない可能性がある｡そのため､こうした短縮表記が採用

されているものと考えられる｡ 『設置基準解説』においても､
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rなお､ローマ字の併記は判読性を確保するうえで字数を少なくする

ことが望ま しいので､道路利用者に誤解なく判断できるものについては

英語のつづ りを短 く略すことができる｡ ｣

とあることに基づいて､む しろ積極的に表記を短縮 しているのではないか｡

例えば ｢stationJでは､ ｢駅｣を示す場合のほかにも､ ｢警察署Jを示

す ｢policeStationJでも短縮形が用い られている｡また､ ｢村｣を示す

rvillageJは rVil.Jとい う短縮形が採用 されている場合がある｡しか し

｢市｣や ｢町｣の場合は､短縮 されていない表記がほとん どである｡ これ

も､字数が比較的多い ｢VillageJは短縮 され､ ｢Town｣や ｢city｣のよう

にスペ リングが短い語は短縮 されないことの典型例ではないだろ うか｡

一方､ ｢prefecture｣と ｢prefecturalJは､それぞれ名詞形､形容詞形

の違いがあるにもかかわ らず､短縮形は同じ形が採用 されている｡rPref.｣

の後に語が続 く場合は形容詞形であると考えられるが､短縮す ることでど

ちらの短縮形か分か らなくなる可能性 も否定できない｡ 『設置基準解説』

にあるように､道路利用者に誤解なく判断できるよ うにするためには､両

者の短縮形を異なるものにすべきではないだろ うか｡

7. おわ りに

ローマ字併用表記がなされている標識類には､英語表記 と日本語表記 と

い う､さらに二通 りの表記方法が採用 されている｡前述 した通 り､施設名

や地理 ･地形名に対 して､ [固有名詞部分]は 日本語の発音 どお りにロー

マ字表記 した 日本語表記で､ i普通名詞部分Iは英語のスペ リングによっ

てローマ字表記をした英語表記がされていることが多かったのだが､中に

は (普通名詞部分Iであるにもかかわらず 日本語表記がなされているもの

や､反対に [固有名詞部分]であ りながら英語表記にしているものも見 ら

れ､表記方法の統一は実現 されているとは言えない｡

r道路標識設置基準｣やその細かな解説をしている『道路表記設置基準 ･

同解説』などでは､ローマ字併用表記についていくつかの例を挙げなが ら

表記の方法を示 している｡ しか し､それに則った表記がなされている標識

類 もある一方で､ [固有名詞部分] と (普通名詞部分)を重複 して表記す
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るな どの 『設置基準解説』に沿わない表記を採用 している標識類 も少なか

らず見受けられ るのである｡

標識類の英語表記 にはなお不統一があるとい う現状がよくわかったのだ

が､これ らにはまだ改善の余地が多 く残 されている｡ この稿で統一の方法

を具体的に示す こ とができなかったことが残念ではあるが､ これか らも街

中の標識類の英語表記に積極的に注意を払っていきたい と思っている｡
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